
経済要録

◆日本銀行、「当面の金融政策運営について」を公表
  日本銀行は、４月 10 日、政策委員会・金融政策決定会合において、次回金融政策決定会合

までの金融市場調節方針を下記のとおりとし、別添のとおり公表することを決定、同日対外

公表を行った。また同会合において、金融政策判断の基礎となる経済及び金融の情勢に関する

基本的見解を了承し、これを「金融経済月報」に掲載、４月 12 日に公表したほか、３月８日

に開かれた金融政策決定会合の議事要旨を承認し、これを４月 13 日に公表した。

記

  豊富で弾力的な資金供給を行い、無担保コールレート（オーバーナイト物）を、できるだけ

低めに推移するよう促す。

（別添）

平成 12 年４月 10 日

日 本 銀 行

当面の金融政策運営について

　日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、当面の金融政策運営について、

「ゼロ金利政策」を継続することにより、金融緩和効果の浸透に努めていくことを決定した（賛

成多数）。

　すなわち、次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりである。

　豊富で弾力的な資金供給を行い、無担保コールレート（オーバーナイト物）を、でき

るだけ低めに推移するよう促す。

◆金融監督庁、「金融サービスの電子取引等と監督行政に関する研究会」
の報告書を公表

  金融監督庁は、４月 18 日、金融サービスの電子取引等と監督行政に関する研究会（金融監

督庁内に昨年９月設置）の報告書「金融サービスの電子取引の進展と監督行政」を公表した。



その概要は以下のとおり。

「金融サービスの電子取引の進展と監督行政」の公表について

  

１．金融監督庁内に設置された「金融サービスの電子取引等と監督行政に関する研究会」（電

子金融研究会）においては、昨年９月以降、金融サービス分野における電子取引等の適正な

運営と円滑な発展を図る観点から、監督行政上の政策課題について調査・研究を進めてきた。

今般、計 10 回にわたる会合での検討結果を「金融サービスの電子取引の進展と監督行政」

と題する報告書としてとりまとめ公表することとした。

　　  

２．近年、金融サービスの電子取引、とりわけインターネットを利用したリテール取引が急速

に進展しているが、当研究会においては、これらの取引の有するペーパーレス化、非対面性

及び時間的・距離的制約の解消等の特性に着目し、これらの長所を十分に活かし、且つ利用

者保護を図るという観点から検討を行った。

検討に際しては、電子金融取引を利用者にとって「安心で便利な」ものとすること、監督

行政の対応が、取引の発達を阻害したり、その普及を過度に抑制するものとならないように

すること、及び常に実情に即した監督行政となるよう不断に見直す柔軟性をもつこと等を重

視するとともに、国際的側面について配慮している。

　　  

３．具体的には、以下の８つのテーマを監督行政上の優先課題として選び、検討を加えた。

（１）顧客への書面交付の電子化

（２）電子的手段によるディスクロージャー

（３）販売・勧誘時の説明・情報提供

（４）トラブル対応等

（５）越境取引への対応

（６）第三者の関与

（７）新たな金融情報サービスと金融サービス業

（８）店舗・営業所の役割と電子化

　   

４．なお、今後の電子金融取引に対する監督行政の参考とするため、本報告書に対する意見を

募集している。関係各方面から幅広い意見が寄せられることを期待する。



◆日本銀行、「金融機関における情報セキュリティの重要性と対応策」
を公表

  日本銀行は、４月 18 日、「金融機関における情報セキュリティの重要性と対応策」を公表

した（その内容については、日本銀行ホームページ（http://www.boj.or.jp/）及び『日本銀

行調査月報』2000 年５月号参照）。

◆東京三菱銀行・三菱信託銀行・日本信託銀行及び東京信託銀
行、経営統合について合意

  東京三菱銀行、三菱信託銀行、日本信託銀行及び東京信託銀行は、４月 19 日、持株会社の

設立と信託銀行三行の合併を通じた経営統合を行うことについて基本合意し対外公表を行った。

◆日本銀行、「当面の金融政策運営について」を公表
  日本銀行は、４月 27 日、政策委員会・金融政策決定会合において、次回金融政策決定会合

までの金融市場調節方針を下記のとおりとし、別添のとおり公表することを決定、同日対外

公表を行った。また３月 24 日に開かれた金融政策決定会合の議事要旨を承認し、これを５月

２日に公表した。

記

  豊富で弾力的な資金供給を行い、無担保コールレート（オーバーナイト物）を、できるだけ

低めに推移するよう促す。

（別添）

平成 12 年４月 27 日

日 本 銀 行

当面の金融政策運営について

　日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、当面の金融政策運営について、

「ゼロ金利政策」を継続することにより、金融緩和効果の浸透に努めていくことを決定した（賛

成多数）。

　すなわち、次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりである。



　豊富で弾力的な資金供給を行い、無担保コールレート（オーバーナイト物）を、でき

るだけ低めに推移するよう促す。

◆日本銀行、「国債売買における売買対象先選定基本要領」等を改正
  日本銀行は、４月 27 日、政策委員会・金融政策決定会合において、金融調節の一層の円滑

化を図る観点等から、下記のとおり基本要領の改正を決定し、同日対外公表を行った。今回の

措置は、平成 11 年３月に国債利子課税制度が一部改正されたことに伴い、今後、市中におけ

る国債の保有および決済の形態が登録国債から振決国債に大きく変わり、振決国債に集中する

見通しにあること等を踏まえたもの。

記

１．「国債売買における売買対象先選定基本要領」（平成 11 年３月 25 日決定）中一部改正…

…別紙１

２．「金銭を担保とする国債の借入における借入対象先選定基本要領」（平成 11 年６月 14 日

決定）中一部改正……別紙２

別紙１

「国債売買における売買対象先選定基本要領」中一部改正

○　２．（２）を横線のとおり改める。

（２）売買対象先については、（１）の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先

を選定する。

イ、本行本店の当座預金取引先であること

ロ、日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること

ハ、国債振替決済制度の参加者（間接参加者を除く。）であること

ニ、ハ、　信用力が十分であること

（附則）

（１）この一部改正は、平成 12 年４月 27 日から実施する。

（２）この一部改正前に、本基本要領に基づき選定された売買対象先については、なお改正

前の本基本要領を適用する。



別紙２

「金銭を担保とする国債の借入における借入対象先選定基本要領」中一部改正

○　２．（２）を横線のとおり改める。

（２）借入対象先については、（１）の公募に応じた者の中から、次に掲げる要件を満たす先

を選定する。

イ、本行本店の当座預金取引先であること

ロ、日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること

ハ、国債振替決済制度の参加者（間接参加者を除く。）であること

ニ、ハ、　信用力が十分であること

（附則）

（１）この一部改正は、平成 12 年４月 27 日から実施する。

（２）この一部改正前に、本基本要領に基づき選定された借入対象先については、なお改正

前の本基本要領を適用する。

◆日本銀行、「手形買入および手形売出の見直しに関する基本方針」
等を決定

  日本銀行は、４月 27 日、政策委員会・金融政策決定会合において、手形買入オペおよび手

形売出オペの見直しに関し、下記１．の基本方針を決定するとともに、下記２．から５．まで

の基本要領を制定し、同日対外公表を行った。

記

１．「手形買入および手形売出の見直しに関する基本方針」……別紙１

２．「手形買入基本要領」……別紙２

３．「手形売出基本要領」……別紙３

４．「手形買入における買入対象先選定基本要領」……別紙４

５．「手形売出における売出対象先選定基本要領」……別紙５



別紙１

「手形買入および手形売出の見直しに関する基本方針」

　日本銀行当座預金決済の即時グロス決済化（以下「ＲＴＧＳ化」という。）に伴う資金決済

方法の変更を踏まえ、ＲＴＧＳ化後における金融調節の円滑な実施等の観点から、手形買入お

よび手形売出に関し、下記の基本方針に基づき見直しを行う。

記

１．手形買入の見直し

（１）買入方式の変更（直接方式の導入）

ＲＴＧＳ化後の手形買入は、短資業者のみを直接の相手方として行う方式（以下「短資

経由方式」という。）によらず、社債等を担保とする手形買入（以下「社債等担保手形買

入」という。）と同様、金融機関、証券会社、証券金融会社および短資業者（以下「金融

機関等」という。）の中から本行が予め定めて公表した基準および手続に基づき選定した

先を直接の相手方として行う方式（以下「直接方式」という。）により実施すること。

（２）社債等担保手形買入の統合

社債等担保手形買入は、ＲＴＧＳ化後においては、手形買入に統合すること。

（３）担保の根担保化

ＲＴＧＳ化後の手形買入における担保は、ＲＴＧＳ化に伴い導入することとしている日

中当座貸越の担保および代理店制度における保証品と共通して利用できる根担保とするこ

と。

（４）本店買入および全店買入の導入

イ、ＲＴＧＳ化後の手形買入については、民間企業債務を活用しつつ幅広く資金供給を行

い得る体制を整備する等の観点から、①本行本店の当座預金取引先である金融機関等を

相手方として行う買入（以下「手形買入（本店買入）」という。）のほか、②本行本支

店の当座預金取引先である金融機関等を相手方として行う買入（以下「手形買入（全店

買入）」という。）を導入すること。

ロ、手形買入（本店買入）については、ＲＴＧＳ化後直ちに実施することとし、手形買入

（全店買入）については、ＲＴＧＳ化後、所要の準備が整い次第実施すること。



（５）経過措置

イ、ＲＴＧＳ化に向けて買入対象先の事務体制を整備し金融調節の円滑な実施に資する等

の観点から、買入対象先を本行本店の当座預金取引先である金融機関等から選定する直

接方式の手形買入を、ＲＴＧＳ化に先駆けて導入することとし、所要の準備が整い次第

実施すること。なお、ＲＴＧＳ化までの間は、現行の短資経由方式も併用し得る扱いと

すること。

ロ、（２）における統合までの間、社債等担保手形買入における新たな買入対象先の選定

を行わないこと。

ハ、ＲＴＧＳ化後、手形買入（本店買入）の買入対象先は、当該手形買入の初回の買入対

象先選定までの間、社債等担保手形買入およびイ、により導入する手形買入の買入対象

先とすること。

２．手形売出の見直し

（１）売出方式の変更（直接方式の導入）

ＲＴＧＳ化後の手形売出は、短資経由方式によらず、売出対象先を本行本店の当座預金

取引先である金融機関等の中から本行が予め定めて公表した基準および手続に基づき選定

し、直接方式により実施すること。

（２）導入時期および経過措置

ＲＴＧＳ化に向けて売出対象先の事務体制を整備し金融調節の円滑な実施に資する等

の観点から、（１）に掲げる直接方式の手形売出を、ＲＴＧＳ化に先駆けて導入すること

とし、所要の準備が整い次第実施すること。なお、ＲＴＧＳ化までの間は、現行の短資経

由方式も併用し得る扱いとすること。

別紙２

「手形買入基本要領」

１．趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、別に定めるものを除き、手形

および債券を担保として金融機関等が振出す手形の買入を行うために必要な基本的事項を

定めるものとする。



２．買入店

本店（業務局）とする。

３．買入対象先

金融機関（日本銀行法（平成９年法律第 89 号）第 37 条第 1項に規定する金融機関をいう。）、

証券会社（日本銀行法施行令（平成９年政令第 385 号）第 10 条第１項第２号に規定する証

券会社および同項第４号に規定する外国証券会社をいう。）、証券金融会社（同項第３号に

規定する証券金融会社をいう。）および短資業者（同項第５号に規定する者をいう。）のう

ち、別に定めるところにより選定した先とする。

４．買入対象

買入先が自己を受取人および支払人として振出し引受を完了した為替手形であって、満期

日が買入日の翌日から起算して３か月以内に到来するものとする。

５．買入方式

手形の買入は割引の方法により行うこととし、割引率はこれを入札に付してコンベンショ

ナル方式により決定する。

６．買入日及び買入金額等

買入日、買入金額、買入先その他買入を行うために必要な具体的事項については、金融市

場の情勢等を勘案して買入のつど決定するものとする。

７．担保の種類

（１）支払人（当座預金取引の相手方以外の者とする。）の信用力等に照らし本行が適格と認

めた手形（外貨表示の手形を含む。）であって、満期日が買入日の翌日から起算して１年

以内に到来するもの。

（２）国債、政府短期証券、政府保証付債券または利付金融債であって、本行が適格と認めた

もの。

８．担保価額

（１）担保手形の担保価額は、手形金額とする。この場合において、外貨表示の手形の手形金

額は、外貨表示の手形金額を邦貨換算して得た額に、0.75 を超えない範囲で定める値を乗

じて得た金額とする。

（２）担保債券の担保価額は、次により算定する。



イ、利付国債（償還年限 10 年以内）　　　　 額面額の 100/120 以内

ロ、利付国債（償還年限 10 年超 30 年以内）　額面額の 100/130 以内

ハ、割引国債　　　　　　　　　　　　　　  額面額の 100/140 以内

ニ、割引短期国債および政府短期証券　　　  額面額の 100/110 以内

ホ、政府保証付債券　　　　　　　　　　　  額面額の 100/130 以内

ヘ、利付金融債　　　　　　　　　　　　　  額面額の 100/130 以内

（附則）

この基本要領は、平成 12 年４月 27 日から実施する。

別紙３

「手形売出基本要領」

１．趣旨

この基本要領は、金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、別に定めるものを除き、本行

が振出す手形の売出を行うために必要な基本的事項を定めるものとする。

２．売出店

本店（業務局）とする。

３．売出対象先

金融機関（日本銀行法（平成９年法律第 89 号）第 37 条第 1項に規定する金融機関をいう。）、

証券会社（日本銀行法施行令（平成９年政令第 385 号）第 10 条第１項第２号に規定する証

券会社および同項第４号に規定する外国証券会社をいう。）、証券金融会社（同項第３号に

規定する証券金融会社をいう。）および短資業者（同項第５号に規定する者をいう。）のう

ち、別に定めるところにより選定した先とする。

４．売出対象

本行が自己を受取人および支払人として振出し引受を完了した為替手形であって、満期日

が売出日の翌日から起算して３か月以内に到来するものとする。

５．売出方式

手形の売出は割引の方法により行うこととし、割引率はこれを入札に付してコンベンショ



ナル方式により決定する。

６．売出日および売出金額等

売出日、売出金額、売出先その他売出を行うために必要な具体的事項については、金融市

場の情勢等を勘案して売出のつど決定するものとする。

（附則）

この基本要領は、平成 12 年４月 27 日から実施する。

別紙４

「手形買入における買入対象先選定基本要領」

１．趣旨

この基本要領は、金融調節に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「手形買入基本要

領」（平成 12 年４月 27 日付政委第 62 号別紙２．。以下「買入基本要領」という。）に規

定する買入対象先（以下「買入対象先」という。）の選定を行うために必要な基本的事項を

定めるものとする。

２．買入対象先の選定基準等

（１）買入対象先の選定に当っては、買入対象先となることを希望する先を公募するものとする。

（２）買入対象先については、（１）の公募に応じた者（以下「応募先」という。）の中から、

次に掲げる要件を満たす先を選定する。

イ、本行本店の当座預金取引先であること

ロ、日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること

ハ、信用力が十分であること

ニ、買入基本要領７．に定める手形または債券のうち、本行が予め買入手形（買入基本要

領に基づき買入れる手形をいう。以下同じ。）の担保としての差入に備えた寄託の対象

と認めるものを、選定に当って本行に申出た金額（積極的な応札を確保するため本行が

必要と認める金額以上の金額とする。）以上、常時買入手形の担保として差入れ、また

は買入手形の担保としての差入に備え寄託することができること

（３）（２）に掲げる要件を満たした応募先の数が、本行が手形買入（買入基本要領に基づく

手形の買入をいう。以下同じ。）の円滑な実施のために適当と認める買入対象先の数を上

回る場合には、（２）ニ、に基づき選定に当って本行に申出た金額を勘案して買入対象先



を選定する。

３．買入対象先の選定頻度

買入対象先は、原則として年１回の頻度で見直すこととする。

４．買入対象先の遵守事項等

（１）買入対象先の公募に際しては、次に掲げる買入対象先としての遵守事項を明示するもの

とする。

イ、手形買入に積極的に応札すること

ロ、正確かつ迅速に事務を処理すること

ハ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること

（２）買入対象先が（１）に掲げる事項に著しく背馳した場合には、買入対象先からの除外等

の措置を講ずることができるものとする。

（３）（２）に定める場合のほか、２.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、買入

対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。

（附則）

（１）この基本要領は、平成 12 年４月 27 日から実施する。

（２）この基本要領に基づく第２回目の買入対象先の選定は、３．にかかわらず、日本銀行

当座預金決済におけるＲＴＧＳ化後、手形買入における取引状況等を勘案のうえ、速

やかに行うことができるものとする。

別紙５

「手形売出における売出対象先選定基本要領」

１．趣旨

この基本要領は、金融調節に関する事務手続の明確化を図る趣旨から、「手形売出基本要

領」（平成 12 年４月 27 日付政委第 62 号別紙３．。以下「売出基本要領」という。）に規

定する売出対象先（以下「売出対象先」という。）の選定を行うために必要な基本的事項を

定めるものとする。

２．売出対象先の選定基準等

（１）売出対象先の選定に当っては、売出対象先となることを希望する先を公募するものとする。



（２）売出対象先については、（１）の公募に応じた者（以下「応募先」という。）の中から、

次に掲げる要件を満たす先を選定する。

イ、本行本店の当座預金取引先であること

ロ、日本銀行金融ネットワークシステムを利用していること

ハ、信用力が十分であること

（３）（２）に掲げる要件を満たした応募先の数が、本行が手形売出（売出基本要領に基づく

手形の売出をいう。以下同じ。）の円滑な実施のために適当と認める売出対象先の数を上

回る場合には、次に掲げる事項を勘案して売出対象先を選定する。

イ、手形売出における落札実績

ロ、手形売出により本行が売出した手形（以下「売出手形」という。）および短期国債（割

引短期国債および政府短期証券をいう。）の保有平均残高の合計

３．売出対象先の選定頻度

売出対象先は、原則として年１回の頻度で見直すこととする。

４．売出対象先の遵守事項等

（１）売出対象先の公募に際しては、次に掲げる売出対象先としての遵守事項を明示する。

イ、手形売出に積極的に応札すること

ロ、正確かつ迅速に事務を処理すること

ハ、金融政策遂行に有益な市場情報または分析を提供すること

（２）売出対象先が（１）に掲げる事項に著しく背馳した場合には、売出対象先からの除外等

の措置を講ずることができるものとする。

（３）（２）に定める場合のほか、２.に定める基準に鑑み必要と認められる場合には、売出

対象先からの除外等の措置を講ずることができるものとする。

（附則）

（１）この基本要領は、平成 12 年４月 27 日から実施する。

（２）この基本要領に基づく初回の売出対象先の選定においては、２．（３）イ、およびロ、

に定める手形売出は、「売出手形制度の実施に関する件」（昭和 46 年８月 19 日付政

第 56 号）に基づき短資業者を対象先として実施した手形売出とする。また、２．（３）

イ、の落札実績は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

イ、短資業者

本行から買受けた売出手形の手形金額の合計

ロ、短資業者以外



短資業者から買受けた売出手形の手形金額の合計

（３）この基本要領に基づく第２回目の売出対象先の選定は、３．にかかわらず、日本

銀行当座預金決済におけるＲＴＧＳ化後、手形売出における取引状況等を勘案のう

え、速やかに行うことができるものとする。
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